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(57)【要約】
【課題】分岐管に地震等による曲げなどの外力が作用し
た場合でも筐体の分割部の開きなどの相対移動を防止で
きるようにした分岐管接続装置を提供すること。
【解決手段】流体管１の外周面に対して径方向から装着
可能なように複数の分割体に分割された筐体２の分割面
に沿って分岐管１０を接続する分岐管接続装置において
、筐体２の第１分割体２ａに、分岐管１０と接続する環
状の分岐管接続部５が一体に形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体管の外周面に対して径方向から装着可能なように複数の分割体に分割された筐体の
分割面に沿って分岐管を接続する分岐管接続装置において、前記筐体の第１分割体に、前
記分岐管と接続する環状の分岐管接続部が一体に形成されることを特徴とする分岐管接続
装置。
【請求項２】
　前記環状の分岐管接続部の両側面が、前記分岐管の外周面に形成された鍔部と、該鍔部
よりも先端側に形成された環状溝部に装着される抜止部材とにより挟着されることを特徴
とする請求項１に記載の分岐管接続装置。
【請求項３】
　前記筐体の第２分割体は前記環状の分岐管接続部を支持するための支持部を備え、該第
２分割体の支持部と前記環状の分岐管接続部とは、前記分岐管の管軸方向と略直交する方
向に形成される凹凸構造を介して係合されることを特徴とする請求項１または２に記載の
分岐管接続装置。
【請求項４】
　前記環状の分岐管接続部の外周面に密封補助用のテーパボルトを取り付けるためのフラ
ンジ部を備え、該フランジ部に装着される前記テーパボルトの締め付けにより前記第２分
割体の支持部の先端側が前記環状の分岐管接続部の外周面に密着されることを特徴とする
請求項３に記載の分岐管接続装置。
【請求項５】
　前記環状の分岐管接続部の先端部に、前記分岐管の外周面に形成された環状フランジ部
と当接する環状フランジ部を設け、前記分岐管接続部の環状フランジ部と前記分岐管の環
状フランジ部とに跨って外嵌される周方向に分割された断面略コ字状の結合部材を具備す
ることを特徴とする請求項１に記載の分岐管接続装置。
【請求項６】
　前記筐体の内部に前記流体管の周方向に沿って移動する円弧状の弁体を備え、前記環状
の分岐管接続部の前記流体管側の内面に前記弁体の弁座が形成されることを特徴とする請
求項５に記載の分岐管接続装置。
【請求項７】
　前記筐体の内部に前記流体管及び前記環状の分岐管接続部の３つの開口を選択的に閉鎖
する不断流分岐用切換弁を備え、前記環状の分岐管接続部は、内周面に前記分岐管の外周
面との間に装着される弾性シール材を収容する収容凹部が設けられると共に、先端部に前
記分岐管に形成された環状フランジ部と当接する環状フランジ部及び該環状フランジ部よ
りも基部側の外周面に環状溝が設けられ、前記環状溝に一端が嵌入すると共に前記分岐管
接続部の環状フランジ部と前記分岐管の環状フランジ部とに跨って外嵌される周方向に分
割された断面略コ字状の結合部材を具備することを特徴とする請求項１に記載の分岐管接
続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分岐管接続装置に関し、詳しくは、流体管の外周面に対して径方向から装着
可能なように複数の分割体に分割された筐体の分割面に沿って配設される分岐管を接続す
る分岐管接続装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の分岐管接続装置において、分岐管が抜け出す方向に外力が作用した場合に、筐体
の突起と分岐管の凹所とが係合し、凹所に形成されたテーパ面と突起の外表面に形成され
ているテーパ面とが面接触して楔作用を生じ、２つ割れに形成されている筐体の合わせ面
を締めつける方向に押圧作用することにより、分岐管に外力が作用した場合でも、筐体の
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２つ割れ面が開くことを防止した発明が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来の分岐管接続装置において、分割筐体の間に分岐管を径方向から挟んで接続
する接続部が設けられ、筐体に分岐管が弾性を備えたシール材を挟んで接続され、分岐管
と筐体とがシール材の弾性変形で相対揺動可能に構成されていることにより、耐震性を向
上するようにした発明が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４７７７０７４号公報（第２～３頁、第２、５、６図）
【特許文献２】特許第３４４７３４９号公報（第２頁、第４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明にあっては、分岐管が抜け出す方向に外力が作
用した場合に対応するものであって、分岐管に曲げモーメントが作用した場合には対応で
きないという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献２にあっては、シール材の弾性変形による相対揺動可能範囲に限られ、
これを超えるような曲げが分岐管に作用した場合には筐体の分割面が開いてしまうという
問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、分岐管に地震等による曲げな
どの外力が作用した場合でも筐体の分割部の開きなどの相対移動を防止できるようにした
分岐管接続装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明の分岐管接続装置は、
　流体管の外周面に対して径方向から装着可能なように複数の分割体に分割された筐体の
分割面に沿って分岐管を接続する分岐管接続装置において、前記筐体の第１分割体に、前
記分岐管と接続する環状の分岐管接続部が一体に形成されることを特徴としている。
　この特徴によれば、分岐管接続部の強度を増大することができ、分岐管に地震等による
曲げなどの外力が作用した場合でも、筐体の分割面の開きなどの相対移動という問題は生
ぜず、信頼性の高い分岐管接続装置を提供することができる。
【０００９】
　本発明の分岐管接続装置は、
　前記環状の分岐管接続部の両側面が、前記分岐管の外周面に形成された鍔部と、該鍔部
よりも先端側に形成された環状溝部に装着される抜止部材とにより挟着されることを特徴
としている。
　この特徴によれば、環状の分岐管接続部と分岐管とを確実に固定することができる。
【００１０】
　本発明の分岐管接続装置は、
　前記筐体の第２分割体は前記環状の分岐管接続部を支持するための支持部を備え、該第
２分割体の支持部と前記環状の分岐管接続部とは、前記分岐管の管軸方向と略直交する方
向に形成される凹凸構造を介して係合されることを特徴としている。
　この特徴によれば、環状の分岐管接続部は第２分割体により分岐管の管軸方向の移動が
拘束されるようにして支持されるため、分岐管の曲げ力に対向する強度が増大し、分岐管
に地震等による曲げが作用した場合でも、分岐管の曲げ力を確実に保持することができる
。
【００１１】
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　本発明の分岐管接続装置は、
　前記環状の分岐管接続部の外周面に密封補助用のテーパボルトを取り付けるためのフラ
ンジ部を備え、該フランジ部に装着される前記テーパボルトの締め付けにより前記第２分
割体の支持部の先端側が前記環状の分岐管接続部の外周面に密着されることを特徴として
いる。
　この特徴によれば、第２分割体の支持部と環状の分岐管接続部とを流体密に接続するこ
とができる。
【００１２】
　本発明の分岐管接続装置は、
　前記環状の分岐管接続部の先端部に、前記分岐管の外周面に形成された環状フランジ部
と当接する環状フランジ部を設け、前記分岐管接続部の環状フランジ部と前記分岐管の環
状フランジ部とに跨って外嵌される周方向に分割された断面略コ字状の結合部材を具備す
ることを特徴としている。
　この特徴によれば、環状の分岐管接続部と分岐管とを強固に結合することができる。
【００１３】
　本発明の分岐管接続装置は、
　前記筐体の内部に前記流体管の周方向に沿って移動する円弧状の弁体を備え、前記環状
の分岐管接続部の前記流体管側の内面に前記弁体の弁座が形成されることを特徴としてい
る。
　この特徴によれば、弁座の面が分割されることなく一体であるため、密封性に優れた分
岐管接続装置を得ることができる。
【００１４】
　本発明の分岐管接続装置は、
　前記筐体の内部に前記流体管及び前記環状の分岐管接続部の３つの開口を選択的に閉鎖
する不断流分岐用切換弁を備え、前記環状の分岐管接続部は、内周面に前記分岐管の外周
面との間に装着される弾性シール材を収容する収容凹部が設けられると共に、先端部に前
記分岐管に形成された環状フランジ部と当接する環状フランジ部及び該環状フランジ部よ
りも基部側の外周面に環状溝が設けられ、前記環状溝に一端が嵌入すると共に前記分岐管
接続部の環状フランジ部と前記分岐管の環状フランジ部とに跨って外嵌される周方向に分
割された断面略コ字状の結合部材を具備することを特徴としている。
　この特徴によれば、環状の分岐管接続部と分岐管とを強固に結合することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は、実施例１における分岐管接続装置の筐体を構成する第１分割体を示す
正面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ断面図であり、（ｃ）は、同じく平面図である
。
【図２】（ａ）は、実施例１における分岐管接続装置において分岐管を接続する状態を示
す側面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＢ矢視図である。
【図３】実施例１における分岐管接続装置において分岐管が接続された状態を示す図であ
って、（ａ）は（ｂ）のＣ－Ｃ断面図であり、（ｂ）は側面図であり、（ｃ）は平面図で
ある。
【図４】実施例２における分岐管接続装置を示す側面図である。
【図５】実施例３における分岐管接続装置を示す側面図である。
【図６】実施例４における分岐管接続装置を示す側面図である。
【図７】実施例５における分岐管接続装置を示す平面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明に係る分岐管接続装置を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する
。
【実施例１】
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【００１７】
　実施例１に係る分岐管接続装置につき、図１から図３を参照して説明する。以下、図１
（ｃ）の紙面左側から右側の方向に流体管が配設され、図１（ｃ）の紙面下側に分岐管が
配設されるものであって、図１（ｃ）の紙面下側を分岐管接続装置の正面側（前方側）と
して説明する。
【００１８】
　本発明の分岐管接続装置は、図３に示されるように、流体管１の外周面に対して径方向
から装着可能なように複数の分割体に分割された筐体２の分割面に沿って分岐管１０を接
続するものであって、図１に示すように、筐体２を構成する一方の第１分割体２ａに、分
岐管１０に接続するための環状の分岐管接続部５を一体に形成している点が特徴である。
【００１９】
　本実施例では、筐体２は下方の第１分割体２ａと上方の第２分割体２ｂの２体から構成
されるが、３体以上の分割体から構成されるようにしてもよい。また、図３に示すように
、筐体２を構成する他方の第２分割体２ｂには、環状の分岐管接続部５の外周面の上部半
分に当接して環状の分岐管接続部５を支持するための支持部６が形成されており、当該支
持部６により分岐管接続部５を補強できるようになっている。
【００２０】
　本実施例の流体管１は、例えば、地中に埋設される上水道用のダクタイル鋳鉄製であり
、断面視略円形状に形成され、内周面がモルタル層で被覆されている。尚、本発明に係る
流体管は、その他鋳鉄、鋼等の金属製、あるいは石綿、コンクリート製、塩化ビニール、
ポリエチレン若しくはポリオレフィン製等であってもよい。更に尚、流体管の内周面はモ
ルタル層に限らず、例えばエポキシ樹脂等により被覆されてもよく、若しくは適宜の材料
を粉体塗装により流体管の内周面に被覆してもよい。また、本実施例では流体管内の流体
は上水であるが、本実施例の上水に限らず、例えば工業用水や農業用水、下水等の他、ガ
スやガスと液体との気液混合体であっても構わない。
【００２１】
　図３に示すように、流体管１の外周面に固定的に取り付けられる筐体２は、流体管１の
外周を密封状に被覆するものであり、第１分割体２ａ及び第２分割体２ｂはフランジ３ａ
、３ｂを介して複数のボルト７により一体的に固定され、密封状に接続される。
【００２２】
　なお、図１に示す符号５０は、第１分割体２ａと第２分割体２ｂとを流体密に接続する
ための密封部材であって、第１分割体２ａの接合面に形成された凹部に装着されている。
【００２３】
　図１に示すように、第１分割体２ａには、分岐管１０と接続される側であって、分割面
に沿うように分岐管接続部５が一体に形成される。該分岐管接続部５は、従来の半割状の
分岐管接続部とは相違し、分割面を略中心とする環状をなすものである。このため、環状
の分岐管接続部５の上方の半分はフランジ３ａより上方に突き出ている。また、環状の分
岐管接続部５の内径は、分岐管１０を内側に接続する場合には、分岐管１０の外径よりや
や大きく設定される。さらに、環状の分岐管接続部５は、管軸方向に所定の長さ、すなわ
ち、分岐管１０と確実な接続関係が確保できる長さを有し、また、接続される分岐管１０
の先端が流体管１の外周面にほぼ接するような位置関係になるように設定される。
【００２４】
　ここで、環状の分岐管接続部５と分岐管１０との接続構造について説明する。なお、本
発明において、分岐管は、流体管から分岐するように分岐管接続部に接続される管体また
は弁等の接続体の管部を意味し、例えば、仕切弁を備えた分岐接続用の分岐管部を含めて
分岐管と呼ぶことにする。
【００２５】
　図２に示すように、環状の分岐管接続部５の内周面には、分岐管１０を流体密に接続す
るための環状のシール用取付け溝９が形成され、分岐管１０の外周面との間で圧縮される
密封用の弾性シール材８が装着されるようになっている。
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【００２６】
　また、分岐管１０の先端の外周面には、抜止部材１１を装着するための環状溝１２が形
成され、さらに、環状溝１２よりも分岐管接続部５の長さ分だけ管軸方向に隔たった位置
には、環状の分岐管接続部５の先端と当接する鍔部１３が形成されている。図２（ｂ）に
示すように、抜止部材１１は、複数の円弧状部材１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、・・・が周方
向に接合されて全体として環状に構成されるもので、各円弧状部材１１ａ、１１ｂ、１１
ｃ、・・・には、それぞれ、ネジ孔１４が２個設けられており、両端に孔１６が形成され
た円弧状の接続部材１５により隣接する円弧状部材同士が結合される。
【００２７】
　環状の分岐管接続部５と分岐管１０とを接続するには、第１分割体２ａに第２分割体２
ｂが接合される前の状態において、図２（ａ）に示すように、環状の分岐管接続部５の内
周面に弾性シール材８を装着し、分岐管１０の鍔部１３が分岐管接続部５の先端に当接す
るまで挿入する。この状態で、分岐管接続部５から突出する分岐管１０の先端部の環状溝
１２に抜止部材１１の各円弧状部材１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、・・・を順次嵌入しながら
、接続部材１５により結合し、抜止部材１１を分岐管１０の先端部に装着する。環状の分
岐管接続部５の両側は抜止部材１１と鍔部１３とに狭着された状態になり、環状の分岐管
接続部５と分岐管１０とは確実に接続される。
【００２８】
　本実施例では、分岐管１０には、仕切弁２２が装着されており、この仕切弁２２を利用
し、不断流の状態で分岐管１０内に図示しないカッターを挿入して流体管１を穿孔するこ
とができるものであるが、詳細な説明は省略する。
【００２９】
　図３に示すように、第１分割体２ａに一体に形成された環状の分岐管接続部５に分岐管
１０が接続されると、第１分割体２ａに対して第２分割体２ｂが結合される。第１分割体
２ａに第２分割体２ｂが結合される際、両分割体のフランジ３ａ、３ｂは密に接合され、
同時に、環状の分岐管接続部５の略上半分の外周面に第２分割体２ｂの支持部６の内周面
が当接して環状の分岐管接続部５をバックアップするようになっている。
【００３０】
　支持部６に当接する環状の分岐管接続部５の略上半分の外周面には鍔１７が形成される
と共に、これに対応して支持部６の内周面には鍔１７が嵌入されるための溝１８が形成さ
れる。第１分割体２ａと第２分割体２ｂとが結合される際、第２分割体２ｂの支持部６と
第１分割体２ａの環状の分岐管接続部５とは管軸方向と直交する方向に形成される鍔１７
及び溝１８、すなわち、凹凸構造を介して係合されるため、環状の分岐管接続部５は、第
２分割体２ｂにより分岐管１０の管軸方向の移動が拘束されて支持され、分岐管１０の曲
げ力に対向する強度が増大し、分岐管１０に地震等による曲げやねじりなどの外力が作用
した場合でも、分岐管１０の曲げ力を確実に保持することができる。
【００３１】
　また、支持部６の内周面にはシール用取付け溝２０が形成され、弾性シール材１９が装
着されている。このため、支持部６の内周面と分岐管接続部５の外周面とは流体密に接合
される。
【００３２】
　図３に示すように、環状の分岐管接続部５に分岐管１０が接続された状態において、例
えば、地震等の外力により、分岐管１０に曲げモーメントが作用した場合、環状の分岐管
接続部５には大きな応力が生じる。しかしながら、本発明においては、分岐管接続部５は
、２つ割り等の分割構造ではなく、環状を成す一体構造であるため、分岐管接続部５が開
かれるという問題を解消することができる。
【００３３】
　また、環状の分岐管接続部５の略上半分の外周面に第２分割体２ｂの支持部６の内周面
が当接するため、環状の分岐管接続部５の略上半分が支持部６により支持され、環状の分
岐管接続部５の全体も補強される。
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【００３４】
　特に、第２分割体２ｂの支持部６と環状の分岐管接続部５とは、分岐管１０の管軸方向
と直交する方向に形成される鍔１７及び溝１８を介して係合されるため、環状の分岐管接
続部５は第２分割体２ｂにより管軸方向の移動が拘束されるようにして支持され、分岐管
１０の曲げ力に対向する強度が増大し、分岐管１０に地震等による曲げやねじりなどの外
力が作用した場合でも、分岐管１０に作用する外力に抗して確実に保持することができ、
筐体２の分割面の開きなどの相対移動という問題は生ぜず、信頼性の高い分岐管接続装置
を提供することができる。
【実施例２】
【００３５】
　図４は、実施例２における分岐管接続装置を示す側面図であって、前記の実施例と同一
構成については同じ符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３６】
　図４において、分岐管接続装置は、第１分割体２ａの環状の分岐管接続部２５の外周面
に密封補助用のテーパボルト２６を取り付けるためのフランジ部２７を備えており、該フ
ランジ部２７に装着されるテーパボルト２６の締め付けにより第２分割体２ｂの支持部６
の先端側が環状の分岐管接続部５の外周面に密着されるように構成されている。テーパボ
ルト２６の先端２６ａは先細りのテーパ形状に形成され、また、支持部６の先端角部６ａ
もテーパ形状に形成されている。尚、上記した密封補助用のテーパボルトは、一本のみ取
り付けられてもよいし、あるいは所定の複数本取り付けられても構わない。
【００３７】
　テーパボルト２６は、フランジ部２７に形成されたネジ部２８に螺合されることにより
管軸方向に移動自在にされており、支持部６の側に移動されると、そのテーパ形状の先端
２６ａが支持部６のテーパ形状の先端角部６ａに当接し、支持部６の先端側を内径方向に
環状の分岐管接続部５の外周面に向け押圧させる。このため、第２分割体２ｂの支持部６
の先端側の内周面は環状の分岐管接続部５の外周面に密着されると共に、環状の分岐管接
続部５は支持部６により、強固に保持されることになる。さらに、支持部６が環状の分岐
管接続部５の外周面から離脱することも防止される。
【実施例３】
【００３８】
　図５は、実施例３における分岐管接続装置を示す側面図であって、前記の実施例と同一
構成については同じ符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３９】
　図５において、分岐管接続装置は、環状の分岐管接続部３０の先端部に分岐管１０’の
外周面に形成された環状フランジ部３１と当接する環状フランジ部３２を備えており、分
岐管接続部３０の環状フランジ部３２と分岐管１０’の環状のフランジ部３１とに跨って
外嵌されるところの周方向に分割された断面略コ字状の結合部材３３を具備する。周方向
に分割された結合部材３３は、分岐管接続部３０に分岐管１０’が接続された後に、径方
向の外方から装着されるものであって、結合部材３３の周方向の固定構造としては、例え
ば、分割面に設けられたネジ孔に止めネジを螺入するという公知の固定手段が考えられる
。
【００４０】
　図５においては、第２分割体２ｂの支持部６’は環状の分岐管接続部３０の外周面に当
接され、また、分岐管接続部３０の環状フランジ部３２と分岐管１０’の環状のフランジ
部３１とに跨って外嵌される断面略コ字状の結合部材３３により、環状の分岐管接続部３
０と分岐管１０’とは強固に結合されるため、分岐管１０’に地震等による曲げが作用し
た場合でも、分岐管１０’の曲げ力を確実に保持することができる。
【実施例４】
【００４１】
　図６は、実施例４における分岐管接続装置を示す側面図であって、前記の実施例と同一
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構成については同じ符号を付し、重複する説明を省略する。
【００４２】
　図６において、分岐管接続装置は、筐体２の内部に流体管１の周方向に沿って移動する
円弧状の弁体３６を備え、環状の分岐管接続部３５の流体管１側の内面に弁体３６の弁座
３７が形成されることを特徴としている。なお、流体管１には分岐用開口１ａが形成され
ている。
【００４３】
　第２分割体２ｂは、分岐管４０との流路を開閉可能な弁体３６と、この弁体３６に噛合
して移動させる操作軸３８とを有している。弁体３６は横断面視で円弧状に形成されてお
り、環状の分岐管接続部３５側に位置して分岐管４０との流路を開閉する弁体部３６ａと
、この弁体部３６ａよりも分岐用開口１ａの反対側に位置する移動部３６ｂとを有し、移
動部３６ｂの外周面には、回動ギア３９と噛合する複数の凹凸形状の噛合部３６ｃが形成
されている。
【００４４】
　また、第１分割体２ａ及び第２分割体２ｂの内壁には、弁体３６の内側に配置されるよ
うに案内支持部４１が所定距離離間して複数個設けられており、これらの案内支持部４１
が弁体３６の内周面に当接することで、弁体３６を流体管１の周方向に沿って案内するよ
うになっている。操作軸３８の操作により回動ギア３９を介して弁体部３６ａが回動され
る。
【００４５】
　第１分割体２ｂに一体に形成された環状の分岐管接続部３５の流体管１側の内面には弁
体３６の外周面と当接する側面視円弧形状の弁座３７が形成される。このように、本実施
例においては、弁座３７は第１分割体２ｂに一体に形成された環状の分岐管接続部３５に
設けることができ、分岐管側に弁座を設ける場合に比べ、弁座３７の面が弁体側と一体で
あるため、密封性に優れた分岐管接続装置を得ることができる。
【実施例５】
【００４６】
　図７は、実施例５における分岐管接続装置を示す平面断面図であって、前記の実施例と
同一構成については同じ符号を付し、重複する説明を省略する。
【００４７】
　図７において、分岐管接続装置は、筐体２の内部に流体管１及び環状の分岐管接続部４
５の３つの開口４６ａ、４６ｂ、４６ｃを選択的に閉鎖する不断流分岐用切換弁Ｖを備え
、環状の分岐管接続部４５は、分岐管４０’の外周面との間に装着される弾性シール材４
２を収容する収容凹部４３が設けられると共に、先端部に分岐管４０’に形成された環状
フランジ部３１と当接する環状フランジ部３２及び該環状フランジ部３２の基部側の外周
面に環状溝４４が設けられ、環状溝４４に一端が嵌入すると共に分岐管接続部４５の環状
フランジ部３２と分岐管４０’の環状のフランジ部３１とに跨って外嵌される周方向に分
割された断面略コ字状の結合部材３３を具備することを特徴としている。
【００４８】
　筐体２内には円筒カップ状の弁ハウジング４７が形成されており、該弁ハウジング４７
内には密封部材４８を介して弁箱４６が装着され、密封部材４８により、穿孔された左右
の流体管連結部５１、５２及び分岐管接続部４５に通じる３つの開口４６ａ、４６ｂ、及
び４６ｃを介した各部屋に仕切られている。図７では、不断流分岐用切換弁Ｖの切換弁本
体５３は、流体管連結部５１及び５２に通じる開口４６ａ及び４６ｂを連通し、分岐管接
続部４５に通じる開口４６ｃを閉止した状態にある。
【００４９】
　筐体２の左右の端部と流体管連結部５１、５２の外周面との間には、両者を流体密に接
続するために、それぞれ、環状の弾性シール部材５４が押輪５５により嵌入されている。
【００５０】
　このように、筐体２を構成する一方の第１分割体２ａに、分岐管４０’と接続される環
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１及び環状の分岐管接続部４５の３つの開口４６ａ、４６ｂ、４６ｃを選択的に閉鎖する
不断流分岐用切換弁Ｖを備えた分岐管接続装置においても適用することができるものであ
り、分岐管接続部４５は環状であるから、分岐管４０’との接続部の強度を増大すること
ができる。
【００５１】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【符号の説明】
【００５２】
１　　　　　　　　流体管
２　　　　　　　　筐体
２ａ　　　　　　　第１分割体
２ｂ　　　　　　　第２分割体
３ａ、３ｂ　　　　フランジ
５　　　　　　　　環状の分岐管接続部
６、６’　　　　　支持部
８　　　　　　　　弾性シール材
９　　　　　　　　シール用取付け溝
１０、１０’　　　分岐管
１１　　　　　　　抜止部材
１２　　　　　　　環状溝
１３　　　　　　　鍔部
１５　　　　　　　接続部材
１７　　　　　　　鍔
１９　　　　　　　弾性シール材
２０　　　　　　　シール用取付け溝
２５　　　　　　　環状の分岐管接続部
２６　　　　　　　テーパボルト
２７　　　　　　　フランジ部
３０　　　　　　　環状の分岐管接続部
３１，３２　　　　環状フランジ部
３３　　　　　　　結合部材
３５　　　　　　　環状の分岐管接続部
３６　　　　　　　弁体
３７　　　　　　　弁座
４０、４０’　　　分岐管
４１　　　　　　　案内支持部
４２　　　　　　　弾性シール材
４３　　　　　　　収容凹部
４４　　　　　　　環状溝
４５　　　　　　　環状の分岐管接続部
４６　　　　　　　弁箱
４７　　　　　　　弁ハウジング
４８、５０　　　　密封部材
５１、５２　　　　流体管連結部
５３　　　　　　　切換弁本体
５４　　　　　　　弾性シール部材
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